
楢葉町における太陽光発電設備設置の手続きに係るフロー図 

 

下記のフローは、条例に示す太陽光発電設備の設置等に関する手続きの流

れを示したものです。 

 

工事完了届出書（様式第１２号） 

設置届出書（様式第２号） 

近隣関係者説明等報告書（様式第６号） 

戸別訪問先名簿（様式第８号）等の添付 

事業の計画 

【第８・９条】 

近隣関係者への説明等、 

行政区での説明会等を実施 

【第１０条第 1項】 

設置等の届出 
（町くらし安全対策課へ） 

町において届出書の審査 

工事の着工 不備の是正 

完了届出 事業廃止届出 発電設備の撤去 

不受理 
不受理通知書 

（様式第１１号） 

受理 
受理通知書 

（様式第１０号） 

事前協議及び関係法令手続調書（様式第１号） 

【第 7条】 

事前協議及び関係法令等
の手続状況を報告 
（町くらし安全対策課へ） 

廃止届出書（様式第１３号） 

同一農業用水利系統区域の 
土地所有者及び耕作者の確認 
（町産業振興課へ） 

【指導又は助言を行う場合】：条例の施行に関し必要があると認めるとき。 

【勧告を行う場合】：事業者が下記の事項に該当することを行ったとき。 

（１）第７条及び第 10条の規定による届出を行わず事業を実施したとき。 

（２）太陽光発電設備の適正な管理を怠り、事業区域の内外に被害を与えたとき又は被害を与える

おそれのあるとき。 

（３）自然環境等の保全又は災害の防止に重大な影響を及ぼすおそれのあるとき。 

（４）第 12条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽があったとき。 

（５）第 12条第１項の規定による立入調査の拒否、妨害等があったとき。 

（６）指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。 

【公表を行う場合】：正当な理由なく勧告に従わなかったとき。 

事業区域の地目が 

「田」である場合 

【町が指導又は助言、勧告、公表を行う場合】 

事業区域等状況調書（様式第４号） 

（７日以内） 


